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このコーナーでは、猪名川町の取り組みの中で意外と知られてい
ない取り組みや、知っておくと得をすることなどを紹介します！

まさかの備えに！
安心キットいなぼう
スピーディな救護のために
　急に体調が悪くなって救急車を呼ぶときや災
害時、救助に来た人があなたのことを何も知ら
ないと、適切な処置をするのに時間を要します。
　「安心キットいなぼう（緊急医療情報容器）」
を置いておけば、誰が助けに来ても、「すぐに」

「どんな治療を受けているか」などがわかりま
す。このキットは 65 歳以上の独り暮らしの人、
75 歳以上の人のみの世帯に無料配布していま
す。

こんな情報がわかります！
　「安心キットいなぼう」は、筒状の容器。救助に
来た人に情報提供するために、下のような資料を
入れておきます。
◆本人が確認できる写真
◆診察券やお薬手帳の写し
◆健康保険証の写し
◆連絡票（住所・氏名・いつも飲んでいる薬・かか
りつけの病院の連絡先など）※連絡票は同梱され
ています

救急隊員に聞いてみました！
　迅速かつ適切な病院へ搬送するのに、安心キッ
トいなぼうはとても役に立っています。
　救急救助の際、過去の病歴や服用している薬の
情報がわかれば、傷病者の状態をより正確に把握
しやすくなります。独り暮らしの人も多いので、
家族の連絡先も書いてもらえたら、そちらから情
報をもらえることもあって助かっています。

マグネット×1
シール×1

筒の中には連
絡票も入って
ます！

▲必要な資料を入れた筒
を、冷蔵庫に！
シールが貼ってある冷蔵
庫を救急隊員がいち早く
チェックします！▶

▷問合せ　福祉課　　
　（☎766－8701）

秘密
厳守

消費生活相談
▶月曜日　日生住民センター　
▶水・金曜日　役場消費生活相
談コーナー　いずれも 10:00 ～
12:00、13:00 ～ 16:00
◇多重債務や悪質商法などのト
ラブル防止

☎ 766 － 1110
消費生活相談コーナー

法律相談
▶ 28 日（月）13:30 ～ 16:30
日生住民センター（電話受付 3
日（木）8:45 ～、先着 6 人）
◇相続・離婚など、弁護士によ
る相談（1 人 30 分間）

行政相談
▶ 28 日（月）13:30 ～ 16:00
日生住民センター（行政相談委員
平尾宅☎ 769 － 0057・塗家宅
☎ 0797 － 91 － 0381 で随時相
談可）◇行政に対する苦情や要望

☎ 766 － 8707
企画財政課秘書広報室

農業者年金相談
▶ 7 日（ 月 ）10:00 ～ 12:00
役場相談室
◇農業者年金の加入・受給に関
すること

農地流動化相談
▶ 14 日（ 月 ）、21 日（ 月 ）
10:00 ～ 12:00 役場相談室
◇農業規模拡大や農地の貸し借
りなど 

☎ 766 － 8709
産業観光課

母子相談（完全予約制）
▶ 24 日（木）13:30 ～ 16:00
役場相談室
▶電話相談   月～金 9:00 ～
17:00 阪神北県民局☎ 0797
－ 83 － 3142
◇県母子自立支援員による相談

児童相談
▶電話・来庁 月～金 9:00 ～
17:00 役場相談室
◇家庭児童相談員による 18 歳
未満の子どもに関する相談

DV 相談
▶電話・来庁 月～金 9:00 ～
17:00 役場相談室
◇家庭児童相談員による配偶者
などからの暴力に関する相談

☎ 767 － 7477
こども課

障がい者・児相談
▶常時 8:45 ～ 17:30　ゆうあ
いセンター　
◇障がい者 ( 児 ) の生活と就労
に関する相談・支援

☎ 767 － 5444
障害者相談支援センター

教育相談
▶来所相談（要予約）火・水・木・
金 9:00 ～ 17:00
▶ 電 話 相 談 月 ～ 金 9:00 ～
17:00
◇学校・日常生活や学業・進路・
心身の悩みなど

☎ 765 － 2065
教育支援センター

Foreigner Consultation Desk（外国人生活支援相談）  
▶ Monday ～ Thursday 9:00 ～ 16:00. Provide consultation for your daily life.（Please 
contact us before coming to the office.）

☎ 766 － 8783・FAX766 － 8893　Coproduction Division   

心配ごと相談
▶  ８日（火）日生住民センター
▶ 15 日 (火) ふらっと六瀬
▶ 22 日（火）ゆうあいセンター
いずれも 10:00 ～ 12:00 
◇民生委員による生活全般の困
りごと相談

☎ 764 － 5814
民生委員・児童委員協議会

障がい者相談
▶ 24 日（木）13:30 ～ 15:30
障害者福祉センター
◇当事者団体の相談員による身
体・知的・精神障がい者の相談

☎ 766 － 8701
福祉課

人権相談
▶ 9 日（水）13:00 ～ 16:00
役場 2 階会議室
◇日常生活でのいやがらせ、い
じめ、虐待、DV、不当な差別
など（法務省人権擁護委員によ
る相談）

☎ 768 － 0001
ふらっと六瀬

高齢者福祉相談
▶ 常 時 8:45 ～
17:30 ゆ う あ い
センター
◇介護・高齢者福
祉 に 関 す る 相 談

（随時訪問相談可）
☎ 764 － 5812

地域包括支援センター

ペタッ

ここに名前
を書こう！→

注目！
安心キットいなぼうはこう使う！


